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(57)【要約】
【課題】ワイパーが損傷するのを抑制しながら、インク
吐出面を清浄化することが可能な記録ヘッド及びそれを
備えたインクジェット記録装置を提供する。
【解決手段】記録ヘッド１７は、用紙Ｓ上にインク２２
を吐出する複数のインク吐出口１８ａが開口するインク
吐出面Ｆ１を備える。インク吐出口１８ａに対して、イ
ンク吐出面Ｆ１をワイパー３５が拭く方向であるワイピ
ング方向の上流側には、クリーニング液２３を供給する
複数のクリーニング液供給口６０ａが設けられている。
クリーニング液供給口６０ａの下端部には、クリーニン
グ液供給面Ｆ２に向かって広がるとともに、断面視にお
いてクリーニング液供給面Ｆ２に対して傾斜する傾斜面
６０ｂが形成されている。
【選択図】図７



(2) JP 2019-18354 A 2019.2.7

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体上にインクを吐出する複数のインク吐出口が開口するインク吐出面を備えた記
録ヘッドであって、
　前記インク吐出口に対して、前記インク吐出面をワイパーが拭く方向であるワイピング
方向の上流側には、クリーニング液を供給する複数のクリーニング液供給口が設けられて
おり、
　前記クリーニング液供給口の下端部には、前記ワイパーが拭く面に向かって広がるとと
もに、断面視において前記ワイパーが拭く面に対して傾斜する傾斜面が形成されているこ
とを特徴とする記録ヘッド。
【請求項２】
　前記クリーニング液供給口は、平面視において円形状であり、
　前記傾斜面は、前記クリーニング液供給口の周方向全域に形成されていることを特徴と
する請求項１に記載の記録ヘッド。
【請求項３】
　前記クリーニング液供給口の下端縁部の直径は、前記傾斜面の上端の直径よりも１μｍ
以上３０μｍ以下大きいことを特徴とする請求項１または２に記載の記録ヘッド。
【請求項４】
　前記複数のクリーニング液供給口の下端縁部は、前記ワイピング方向に互いに重複しな
いように配置されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の記録ヘッ
ド。
【請求項５】
　前記クリーニング液供給口は、前記ワイピング方向と直交する方向に沿って２個以上配
置されることにより供給口列を構成し、
　前記供給口列は、前記ワイピング方向に沿って複数列設けられていることを特徴とする
請求項４に記載の記録ヘッド。
【請求項６】
　前記傾斜面と前記ワイパーが拭く面とのなす角度は、１３５°以上であることを特徴と
する請求項１～５のいずれか１項に記載の記録ヘッド。
【請求項７】
　前記インク吐出面は、前記複数のインク吐出口が開口するインク吐出領域を含み、
　前記複数のクリーニング液供給口は、前記インク吐出領域に対して、前記ワイピング方
向の上流側に配置されたクリーニング液供給領域に設けられていることを特徴とする請求
項１～６のいずれか１項に記載の記録ヘッド。
【請求項８】
　前記記録ヘッドは、前記インク吐出面を有するインク吐出ヘッド部と、前記クリーニン
グ液供給領域が設けられたクリーニング液供給面を有するクリーニング液供給ヘッド部と
、によって構成されていることを特徴とする請求項７に記載の記録ヘッド。
【請求項９】
　前記クリーニング液供給ヘッド部の前記クリーニング液供給面は、ポリイミド樹脂によ
り形成されていることを特徴とする請求項８に記載の記録ヘッド。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の記録ヘッドと、
　前記記録ヘッドの前記インク吐出面を拭くワイパーと、
　を備えることを特徴とするインクジェット記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、用紙のような記録媒体にインクを吐出するインク吐出口を有する記録ヘッド
及びそれを備えたインクジェット記録装置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　ファクシミリ、複写機、プリンターのような記録装置として、インクを吐出して画像を
形成するインクジェット記録装置が、高精細な画像を形成できることから広く用いられて
いる。
【０００３】
　このようなインクジェット記録装置では、画像記録のためのインク滴と共に吐出される
微小なインク滴（以下、ミストと称する）や、インク滴が記録媒体に付着した際に発生す
る跳ね返りミストが、記録ヘッドのインク吐出面に付着して固化する。インク吐出面のミ
ストが徐々に増加しインク吐出口に重なると、インクの直進性の悪化（飛翔曲がり）や不
吐出等が発生して記録ヘッドの印字性能が低下する。
【０００４】
　そこで、記録ヘッドのインク吐出面を清浄化するために、インク吐出面のうちの複数の
インク吐出口が開口するインク吐出領域の外側（ワイパーのワイピング方向上流側）の部
分に、クリーニング液供給口を複数個設けたインクジェット記録装置が知られている。こ
のインクジェット記録装置では、クリーニング液供給口からクリーニング液を供給した後
、ワイパーをクリーニング液供給口よりも外側からインク吐出面に沿って移動させること
によって、ワイパーでクリーニング液を保持しながらインク吐出面を拭くことができる。
このようにして、記録ヘッドの回復処理を行うことができる。
【０００５】
　なお、記録ヘッドのインク吐出面にクリーニング液供給口を複数個設けたインクジェッ
ト記録装置は、例えば特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－８３４９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来のインクジェット記録装置では、記録ヘッドの回復処理を行う
度にワイパーがクリーニング液供給口上を通過するため、クリーニング液供給口の縁部に
よってワイパーの先端に傷が生じるという問題点がある。なお、ワイパーの先端の傷が大
きくなりワイパーの先端に欠けが生じると、ワイパーの拭き取り性能は著しく低下し、拭
き残しが生じる。
【０００８】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、
ワイパーが損傷するのを抑制しながら、インク吐出面を清浄化することが可能な記録ヘッ
ド及びそれを備えたインクジェット記録装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の局面の記録ヘッドは、記録媒体上にインク
を吐出する複数のインク吐出口が開口するインク吐出面を備えた記録ヘッドである。イン
ク吐出口に対して、インク吐出面をワイパーが拭く方向であるワイピング方向の上流側に
は、クリーニング液を供給する複数のクリーニング液供給口が設けられている。クリーニ
ング液供給口の下端部には、ワイパーが拭く面に向かって広がるとともに、断面視におい
てワイパーが拭く面に対して傾斜する傾斜面が形成されている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の第１の局面の記録ヘッドによれば、インク吐出口に対してワイピング方向の上
流側には、クリーニング液を供給する複数のクリーニング液供給口が設けられている。こ
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れにより、クリーニング液供給口からクリーニング液を供給した後、ワイパーをクリーニ
ング液供給口よりもワイピング方向上流側からインク吐出面に沿って移動させることによ
って、ワイパーでクリーニング液を保持しながらインク吐出面を拭くことができる。この
ため、インク吐出面を清浄化することができる。
【００１１】
　また、クリーニング液供給口の下端部には、ワイパーが拭く面に向かって広がるととも
に、断面視においてワイパーが拭く面に対して傾斜する傾斜面が形成されている。これに
より、ワイパーがクリーニング液供給口を通過する際に、クリーニング液供給口によりワ
イパーの先端に作用する応力を低減することができるので、ワイパーの先端が損傷するの
を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態の記録ヘッドを備えたインクジェット記録装置の構造を示す
図
【図２】図１に示すインクジェット記録装置の第１搬送ユニット及び記録部を上方から見
た図
【図３】記録部のラインヘッドを構成する記録ヘッドの図
【図４】記録ヘッドをインク吐出面側から見た図
【図５】記録ヘッドのクリーニング液供給部材のクリーニング液供給口を下方から見た図
【図６】記録ヘッド、サブタンクおよびメインタンク周辺の構成を示す図
【図７】記録ヘッドのクリーニング液供給部材のクリーニング液供給口の構造を示す図
【図８】記録ヘッドのクリーニング液供給部材のクリーニング液供給口をレーザー加工に
より形成している途中の状態を示す図
【図９】メンテナンスユニットを記録部の下方に配置した状態を示す図
【図１０】記録ヘッドのクリーニング液供給部材のクリーニング液供給口の構造を示す図
であり、クリーニング液の液面がクリーニング液供給口の接続部に形成された状態を示す
図
【図１１】ワイパーを記録ヘッドの下方に配置した状態を示す図
【図１２】記録ヘッドのクリーニング液供給部材のクリーニング液供給口の構造を示す図
であり、クリーニング液供給口からクリーニング液を供給した状態を示す図
【図１３】図１１の状態からワイパーを上昇させクリーニング液供給部材に圧接させた状
態を示す図
【図１４】図１３の状態からワイパーをクリーニング液供給部材に圧接させた状態で矢印
Ａ方向に移動させた状態を示す図
【図１５】記録ヘッドのクリーニング液供給部材のクリーニング液供給口の構造を示す図
であり、ワイパーによってクリーニング液供給面を拭いた後の状態を示す図
【図１６】図１４の状態からワイパーをさらに矢印Ａ方向に移動させた状態を示す図
【図１７】図１６の状態からワイパーをさらに矢印Ａ方向に移動させた後、ワイパーを下
降させインク吐出面から離間させた状態を示す図
【図１８】本発明の第１変形例の記録ヘッドのクリーニング液供給部材のクリーニング液
供給口の構造を示す図
【図１９】本発明の第２変形例の記録ヘッドのヘッド部のインク吐出口およびクリーニン
グ液供給口を下方から見た図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１４】
　図１に示すように、本発明の一実施形態のインクジェット記録装置１００の左側部には
用紙Ｓ（記録媒体）を収容する給紙トレイ２が設けられており、この給紙トレイ２の一端
部には収容された用紙Ｓを、最上位の用紙Ｓから順に一枚ずつ後述する第１搬送ユニット
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５へと搬送給紙するための給紙ローラー３と、給紙ローラー３に圧接され従動回転する従
動ローラー４とが設けられている。
【００１５】
　用紙搬送方向（矢印Ｘ方向）に対し給紙ローラー３及び従動ローラー４の下流側（図１
の右側）には、第１搬送ユニット５及び記録部９が配置されている。第１搬送ユニット５
は、第１駆動ローラー６と、第１従動ローラー７と、第１駆動ローラー６及び第１従動ロ
ーラー７に掛け渡された第１搬送ベルト８とを含む構成であり、インクジェット記録装置
１００の制御部１１０からの制御信号により第１駆動ローラー６が時計回り方向に回転駆
動されることにより、第１搬送ベルト８に保持された用紙Ｓが矢印Ｘ方向に搬送される。
【００１６】
　記録部９は、ヘッドハウジング１０と、ヘッドハウジング１０に保持されたラインヘッ
ド１１Ｃ、１１Ｍ、１１Ｙ、及び１１Ｋを備えている。これらのラインヘッド１１Ｃ～１
１Ｋは、第１搬送ベルト８の搬送面に対して所定の間隔（例えば１ｍｍ）が形成されるよ
うな高さに支持され、図２に示すように、用紙搬送方向と直交する用紙幅方向（図２の上
下方向）に沿って延びる１個以上（ここでは１個）の記録ヘッド１７によって構成されて
いる。
【００１７】
　図３及び図４に示すように、記録ヘッド１７のヘッド部（インク吐出ヘッド部）１８の
インク吐出面Ｆ１には、インク吐出口１８ａ（図２参照）が多数配列されたインク吐出領
域Ｒ１が設けられている。
【００１８】
　各ラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋを構成する記録ヘッド１７には、それぞれインクタンク
（図示せず）に貯留されている４色（シアン、マゼンタ、イエロー及びブラック）のイン
クがラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋの色毎に供給される。
【００１９】
　各記録ヘッド１７は、制御部１１０（図１参照）からの制御信号により外部コンピュー
ターから受信した画像データに応じて、第１搬送ベルト８の搬送面に吸着保持されて搬送
される用紙Ｓに向かってインク吐出口１８ａからインクを吐出する。これにより、第１搬
送ベルト８上の用紙Ｓにはシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの４色のインクが重ね
合わされたカラー画像が形成される。
【００２０】
　また、記録ヘッド１７には、クリーニング液を供給するクリーニング液供給部材（クリ
ーニング液供給ヘッド部）６０が設けられている。クリーニング液供給部材６０は、ヘッ
ド部１８に対して後述するワイパー３５のワイピング方向上流側（図３の右側）に隣接し
て配置されている。クリーニング液供給部材６０は、クリーニング液を供給するクリーニ
ング液供給口６０ａ（図５参照）が多数（例えば数百個）配列されたクリーニング液供給
領域Ｒ２を含むクリーニング液供給面（ワイパー３５が拭く面）Ｆ２を有する。なお、ヘ
ッド部１８の少なくともインク吐出面Ｆ１は、例えばＳＵＳ（ステンレス鋼）によって形
成されており、クリーニング液供給部材６０のクリーニング液供給面Ｆ２は、例えばポリ
イミド樹脂によって形成されている。
【００２１】
　クリーニング液供給面Ｆ２は、インク吐出面Ｆ１と面一に形成されている。また、クリ
ーニング液供給部材６０のクリーニング液供給面Ｆ２に対してワイピング方向上流側（図
３の右側）の部分には、傾斜面６２が形成されている。
【００２２】
　クリーニング液は、インクと類似の成分からなる溶液であることが望ましく、主に溶剤
成分と水からなり、必要に応じて界面活性剤、防腐防カビ剤などが添加された液体組成物
である。
【００２３】
　図６に示すように、クリーニング液供給部材６０のクリーニング液供給口６０ａ（図５
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参照）には、クリーニング液２３が通過するチューブからなるクリーニング液供給経路７
０の下流端が接続されている。クリーニング液供給経路７０の上流端は、クリーニング液
供給部材６０に供給するクリーニング液２３を収容するサブタンク７１に接続されている
。クリーニング液供給経路７０の上流端は、クリーニング液２３に浸かっている。クリー
ニング液供給経路７０には、クリーニング液２３をサブタンク７１から汲み上げてクリー
ニング液供給部材６０に送る供給ポンプ７２が設けられている。なお、図では、理解を容
易にするために、クリーニング液２３にハッチングを施している。
【００２４】
　また、サブタンク７１には、クリーニング液２３が通過するチューブからなるクリーニ
ング液補給経路８０の下流端が接続されている。クリーニング液補給経路８０の上流端は
、サブタンク７１に補給するクリーニング液２３を収容するメインタンク８１に接続され
ている。クリーニング液補給経路８０の上流端は、クリーニング液２３に浸かっている。
クリーニング液補給経路８０には、クリーニング液２３をメインタンク８１から汲み上げ
てサブタンク７１に送る補給ポンプ８２が設けられている。供給ポンプ７２および補給ポ
ンプ８２としては、例えば、チューブポンプ、シリンジポンプ、ダイアフラムポンプ等を
用いることができる。ただし、供給ポンプ７２は、供給を停止している時に供給ポンプ７
２の流入口と流出口との間を遮断した状態と連通した状態とに切り替えることができるよ
うに構成されている。なお、クリーニング液供給部材６０、サブタンク７１およびメイン
タンク８１周辺の詳細構造については、後述する。
【００２５】
　このインクジェット記録装置１００では、記録ヘッド１７のインク吐出面Ｆ１を清浄に
するために、長期間停止後の印字開始時及び印字動作の合間には、全ての記録ヘッド１７
のインク吐出口１８ａからインクを強制的に排出し、並行して全ての記録ヘッド１７のク
リーニング液供給口６０ａ（図５参照）からクリーニング液供給領域Ｒ２にクリーニング
液２３を供給し、後述するワイパー３５によりインク吐出面Ｆ１を拭き取り、次の印字動
作に備える。
【００２６】
　図１に戻って、用紙搬送方向に対し第１搬送ユニット５の下流側（図１の右側）には第
２搬送ユニット１２が配置されている。第２搬送ユニット１２は、第２駆動ローラー１３
と、第２従動ローラー１４と、第２駆動ローラー１３及び第２従動ローラー１４に掛け渡
された第２搬送ベルト１５とを含む構成であり、第２駆動ローラー１３が時計回り方向に
回転駆動されることにより、第２搬送ベルト１５に保持された用紙Ｓが矢印Ｘ方向に搬送
される。
【００２７】
　記録部９にてインク画像が記録された用紙Ｓは第２搬送ユニット１２へと送られ、第２
搬送ユニット１２を通過する間に用紙Ｓ表面に吐出されたインクが乾燥される。また、第
２搬送ユニット１２の下方にはメンテナンスユニット１９及びキャップユニット９０が配
置されている。上述したワイパー３５による拭き取り動作を実行する際には、第１搬送ユ
ニット５が下降し、メンテナンスユニット１９は、記録部９の下方に移動し、記録ヘッド
１７のインク吐出口１８ａから強制排出されたインクおよびクリーニング液供給口６０ａ
から供給されたクリーニング液２３を拭き取り、拭き取られたインクおよびクリーニング
液２３を回収する。記録ヘッド１７のインク吐出面Ｆ１（図３参照）をキャッピングする
際には、第１搬送ユニット５が下降し、キャップユニット９０は、記録部９の下方に水平
移動し、さらに上方に移動して記録ヘッド１７の下面に装着される。
【００２８】
　また、用紙搬送方向に対し第２搬送ユニット１２の下流側には、画像が記録された用紙
Ｓを装置本体外へと排出する排出ローラー対１６が設けられており、排出ローラー対１６
の下流側には、装置本体外へと排出された用紙Ｓが積載される排出トレイ（図示せず）が
設けられている。
【００２９】
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　メンテナンスユニット１９は、インク吐出面Ｆ１に沿って移動可能な複数のワイパー３
５（図１１参照）と、複数のワイパー３５が固定された略矩形状のキャリッジ（図示せず
）と、キャリッジを支持する支持フレーム（図示せず）とで構成されている。キャリッジ
（図示せず）は支持フレーム（図示せず）に対し矢印ＡＡ′方向に摺動可能に支持される
。
【００３０】
　ワイパー３５は、各記録ヘッド１７のクリーニング液供給口６０ａ（図５参照）から供
給されたクリーニング液２３を拭き取るための弾性部材（例えばＥＰＤＭからなるゴム製
の部材）である。ワイパー３５は、クリーニング液供給部材６０のクリーニング液供給領
域Ｒ２（図４参照）に対してワイピング方向上流側の部分（ここでは、傾斜面６２）に圧
接され、キャリッジ（図示せず）の移動によりクリーニング液供給面Ｆ２およびインク吐
出面Ｆ１を所定方向（矢印Ａ方向）に拭く。
【００３１】
　次に、クリーニング液供給部材６０、サブタンク７１およびメインタンク８１周辺の構
造を詳細に説明する。
【００３２】
　図６に示すように、サブタンク７１の所定位置には、クリーニング液２３を検知する第
１検知センサー７３が設けられている。第１検知センサー７３は、電圧が印加されるとと
もにサブタンク７１内に配置される電極対（図示せず）を有する。第１検知センサー７３
は、電極間の通電の有無に基づいて、クリーニング液２３の有無を検知可能である。第１
検知センサー７３によって液無し（通電無し）が検知されると、液有り（通電有り）が検
知されるまで、補給ポンプ８２によってメインタンク８１からサブタンク７１にクリーニ
ング液２３が補給される。これにより、サブタンク７１内のクリーニング液２３の液面（
上面）は、略一定の高さに維持される。
【００３３】
　メインタンク８１の下部には、クリーニング液２３を検知する第２検知センサー８３が
設けられている。第２検知センサー８３は、電圧が印加されるとともにメインタンク８１
内に配置される電極対（図示せず）を有する。第２検知センサー８３は、電極間の通電の
有無に基づいて、クリーニング液２３の有無を検知可能である。第２検知センサー８３に
よって液無しが検知されると、インクジェット記録装置１００の表示パネル（図示せず）
にメインタンク８１が空になったことが報知される。これにより、ユーザーまたは作業者
によって、メインタンク８１が新品に交換、又はメインタンク８１にクリーニング液２３
が補充される。
【００３４】
　サブタンク７１は、メインタンク８１よりも上方に配置されているとともに、記録ヘッ
ド１７のクリーニング液供給面Ｆ２よりも下方に配置されている。また、サブタンク７１
には、内部空間の気圧を大気圧と等しくするための大気開放口７１ａが設けられている。
このため、供給ポンプ７２がオフした状態において供給ポンプ７２の流入口と流出口との
間を連通状態にすると、クリーニング液供給口６０ａのクリーニング液２３には負圧がか
かる。
【００３５】
　図５に示すように、複数のクリーニング液供給口６０ａは、ワイピング方向（矢印Ａ方
向）に互いに重複しないように配置されている。このため、クリーニング液供給口６０ａ
の開口径Ｄ１は、クリーニング液供給口６０ａのヘッド幅方向（矢印ＢＢ´方向、ワイピ
ング方向と直交する方向）のピッチＰ１よりも小さく形成されている。
【００３６】
　また、クリーニング液供給口６０ａがヘッド幅方向に沿って２個以上配置されることに
よって、供給口列Ｅ１が構成されている。供給口列Ｅ１は、ワイピング方向に沿って複数
列（図５では４列）設けられている。供給口列Ｅ１は、隣接する供給口列Ｅ１に対してヘ
ッド幅方向に所定量（ピッチＰ１）だけずらして配置されている。



(8) JP 2019-18354 A 2019.2.7

10

20

30

40

50

【００３７】
　図７に示すように、クリーニング液供給口６０ａの下端部には、クリーニング液供給面
Ｆ２に向かって広がるとともに、断面視においてクリーニング液供給面Ｆ２に対して傾斜
する傾斜面６０ｂが形成されている。なお、クリーニング液供給口６０ａは、平面視にお
いて円形状に形成されており、傾斜面６０ｂおよび後述する傾斜面６０ｃは、クリーニン
グ液供給口６０ａの周方向全域に形成されている。また、傾斜面６０ｂとクリーニング液
供給面Ｆ２とのなす角度は、１３５°以上になっている。
【００３８】
　傾斜面６０ｂの上側には、上方に向かって広がる傾斜面６０ｃが形成されている。傾斜
面６０ｂと傾斜面６０ｃとの接続部６０ｄ（傾斜面６０ｂの上端）は、クリーニング液供
給口６０ａのうちで最も小さい直径（例えば３０μｍ以上１００μｍ以下）に形成されて
いる。クリーニング液供給口６０ａの下端縁部６０ｅの直径（＝Ｄ１）は、接続部６０ｄ
の直径よりも例えば１μｍ以上３０μｍ以下大きく形成されている。クリーニング液供給
口６０ａの上端縁部６０ｆの直径は、接続部６０ｄの直径よりも例えば１０μｍ以上５０
μｍ以下大きく形成されている。なお、複数のクリーニング液供給口６０ａは、下端縁部
６０ｅがワイピング方向に互いに重複しないように配置されている。また、複数のクリー
ニング液供給口６０ａは、上端縁部６０ｆが平面視で互いに重複しないように配置されて
いる。
【００３９】
　クリーニング液供給口６０ａは、例えばポリイミド樹脂からなるポリイミドフィルムに
レーザー加工を施すことによって形成されている。具体的には、図８に示すように、例え
ば、５０μｍの厚みを有するポリイミドフィルムからなるシート材６５に所定の出力でレ
ーザー照射を行う。これにより、レーザー光は、上方に向かって広がる穴を形成しながら
シート材６５を貫通し、貫通穴を形成する。その後、レーザー照射を続けることによって
、貫通穴が大きくなるとともに、貫通穴を通過したレーザー光は、回折してクリーニング
液供給面Ｆ２の面方向に回り込む。これにより、図７に示すように、クリーニング液供給
口６０ａの下端部に、クリーニング液供給面Ｆ２に向かって広がる傾斜面６０ｂが形成さ
れる。そして、レーザー照射を終了した後、シート材６５に過マンガン酸処理を施すこと
によって、レーザー照射時に発生した樹脂残渣などが除去される。
【００４０】
　なお、シート材６５の上面には、ＳＵＳ板などの金属板（図示せず）が貼り付けられて
いてもよい。この場合、ポリイミドフィルムからなるシート材６５が撓むのを抑制するこ
とができる。また、シート材６５の上面に金属板が貼り付けられている場合、シート材６
５にレーザー加工を行う前に、金属板のクリーニング液供給口６０ａに対応する位置に、
上端縁部６０ｆよりも大きい開口部をエッチング加工等によって形成してもよい。また、
シート材６５の上面に金属板が貼り付けられている場合に、金属板およびシート材６５の
両方にレーザー照射を行うことによって、金属板およびシート材６５に貫通穴（開口部お
よびクリーニング液供給口６０ａ）を形成してもよい。この場合も、過マンガン酸処理を
施すことによって、レーザー照射時に発生した焦げカスや樹脂残渣などを除去することが
できる。
【００４１】
　次に、本実施形態のインクジェット記録装置１００における、メンテナンスユニット１
９を用いた記録ヘッド１７の回復動作について説明する。なお、以下で説明する記録ヘッ
ド１７の回復動作は、制御部１１０（図１参照）からの制御信号に基づいて記録ヘッド１
７、メンテナンスユニット１９、供給ポンプ７２等の動作を制御することによって実行さ
れる。
【００４２】
　記録ヘッド１７の回復動作を行う場合、先ず、図９に示すように、制御部１１０（図１
参照）は記録部９の下方に位置する第１搬送ユニット５を下降させる。そして、制御部１
１０は第２搬送ユニット１２の下方に配置されたメンテナンスユニット１９を水平移動さ
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せて記録部９と第１搬送ユニット５との間に配置する。この状態では、メンテナンスユニ
ット１９のワイパー３５（図１１参照）は記録ヘッド１７のインク吐出面Ｆ１およびクリ
ーニング液供給面Ｆ２（図３参照）よりも下方に配置されている。このとき、供給ポンプ
７２はオフ状態になっており、図１０に示すように、クリーニング液２３の液面（下面）
はクリーニング液供給口６０ａの接続部６０ｄに形成されている。なお、クリーニング液
供給面Ｆ２に対するサブタンク７１の高さ位置を調整することにより、クリーニング液２
３の液面の形成位置を接続部６０ｄに容易に設定することが可能である。
【００４３】
（クリーニング液供給動作）
　ワイピング動作（後述の拭き取り動作）に先立って、制御部１１０（図１参照）によっ
て供給ポンプ７２（図６参照）が駆動（オン）され、図１１に示すようにクリーニング液
２３が記録ヘッド１７に供給され、所定時間経過後、供給ポンプ７２が停止（オフ）され
、供給ポンプ７２の流入口と流出口との間は遮断される。このとき、クリーニング液２３
は図１２に示す状態になる。つまり、クリーニング液２３はクリーニング液供給口６０ａ
から凸状にクリーニング液２３の表面張力で突出した状態になる。
【００４４】
（インク押出動作）
　また、ワイピング動作（後述の拭き取り動作）に先立って、図１１に示すように、制御
部１１０（図１参照）によってインク２２が記録ヘッド１７に供給される。供給されたイ
ンク２２はインク吐出口１８ａから強制的に押出（パージ）される。このパージ動作によ
り、インク吐出口１８ａ内の増粘インク、異物や気泡がインク吐出口１８ａから排出され
る。このとき、パージインク２２はインク吐出口１８ａの存在するインク吐出領域Ｒ１の
形状に沿ってインク吐出面Ｆ１に押出される。なお、図では、理解を容易にするために、
インク（パージインク）２２にハッチングを施している。
【００４５】
（拭き取り動作）
　制御部１１０は図１３に示すように、ワイパー３５を上昇させて記録ヘッド１７のクリ
ーニング液供給部材６０の傾斜面６２に所定の圧力でワイパー３５を接触させる。このと
き、ワイパー３５の上面がインク吐出面Ｆ１およびクリーニング液供給面Ｆ２よりも約１
ｍｍだけ高くなるように、ワイパー３５を上昇させる。これにより、インク吐出面Ｆ１お
よびクリーニング液供給面Ｆ２に対するワイパー３５の食い込み量（オーバーラップ量）
が約１ｍｍになる。なお、ワイパー３５を上昇させた時点では、ワイパー３５は傾斜面６
２に圧接されていなくてもよい。すなわち、ワイパー３５を図１３よりも右側の位置で上
昇させてもよい。
【００４６】
　ワイパー３５の先端がクリーニング液供給部材６０の傾斜面６２に圧接した状態から、
制御部１１０はワイパー３５を図１４に示すようにクリーニング液供給面Ｆ２に沿ってイ
ンク吐出領域Ｒ１の方向（矢印Ａ方向）に移動させる。これにより、ワイパー３５は、ク
リーニング液供給口６０ａから凸状に突出した状態のクリーニング液２３を掬い取る（こ
の際、クリーニング液供給口６０ａ内のクリーニング液２３の一部もワイパー３５側に移
動する）ことで、クリーニング液２３を保持した状態でインク吐出領域Ｒ１の方向に移動
する。このとき、クリーニング液供給部材６０のクリーニング液２３は図１５に示す状態
になる。つまり、クリーニング液供給口６０ａの下端縁部６０ｅにクリーニング液２３の
メニスカスが張った状態になる。
【００４７】
　ワイパー３５の先端がクリーニング液供給領域Ｒ２を通過すると、供給ポンプ７２の流
入口と流出口との間は連通状態に切り替えられる。これにより、クリーニング液供給口６
０ａのクリーニング液２３には負圧がかかり、クリーニング液２３がクリーニング液供給
口６０ａに吸い込まれ、図１０の状態に戻る。
【００４８】
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　そして、図１６に示すように、ワイパー３５は、クリーニング液２３を保持した状態を
維持しながらインク吐出面Ｆ１を左方向（矢印Ａ方向）に移動する。このとき、クリーニ
ング液２３およびインク（パージインク）２２によって、インク吐出面Ｆ１に付着して固
化したインク滴（廃インク）が溶解し、ワイパー３５によって拭き取られる。そして、ワ
イパー３５は、さらに左方向（矢印Ａ方向）に移動し、インク吐出領域Ｒ１に対してクリ
ーニング液供給領域Ｒ２とは反対側の位置に到達すると、左方向への移動が停止される。
なお、ワイパー３５によって拭き取られたクリーニング液２３および廃インクは、メンテ
ナンスユニット１９に設けられたクリーニング液回収トレイ（不図示）に回収される。
【００４９】
（離間動作）
　拭き取り動作の実行後、図１７に示すように、制御部１１０はワイパー３５を下降させ
てインク吐出面Ｆ１から離間させる。
【００５０】
　最後に、制御部１１０は、記録部９と第１搬送ユニット５との間に配置されたメンテナ
ンスユニット１９を水平移動させて第２搬送ユニット１２の下方に配置し、第１搬送ユニ
ット５を所定の位置まで上昇させる。このようにして、記録ヘッド１７の回復動作を終了
する。
【００５１】
　本実施形態では、上記のように、インク吐出口１８ａに対してワイピング方向の上流側
には、クリーニング液２３を供給する複数のクリーニング液供給口６０ａが設けられてい
る。これにより、クリーニング液供給口６０ａからクリーニング液２３を供給した後、ワ
イパー３５をクリーニング液供給口６０ａよりもワイピング方向上流側からインク吐出面
Ｆ１に沿って移動させることによって、ワイパー３５でクリーニング液２３を保持しなが
らインク吐出面Ｆ１を拭くことができる。このため、インク吐出面Ｆ１を清浄化すること
ができる。
【００５２】
　また、クリーニング液供給口６０ａの下端部には、クリーニング液供給面Ｆ２に向かっ
て広がるとともに、断面視においてクリーニング液供給面Ｆ２に対して傾斜する傾斜面６
０ｂが形成されている。これにより、ワイパー３５がクリーニング液供給口６０ａを通過
する際に、クリーニング液供給口６０ａによりワイパー３５の先端に作用する応力を低減
することができるので、ワイパー３５の先端が損傷するのを抑制することができる。
【００５３】
　また、上記のように、傾斜面６０ｂは、クリーニング液供給口６０ａの周方向全域に形
成されている。これにより、ワイパー３５の先端が損傷するのをより抑制することができ
る。
【００５４】
　また、上記のように、クリーニング液供給口６０ａの下端縁部６０ｅの直径は、傾斜面
６０ｂの上端（接続部６０ｄ）の直径よりも１μｍ以上３０μｍ以下大きい。これにより
、ワイパー３５の先端が損傷するのをより抑制することができる。
【００５５】
　また、上記のように、複数のクリーニング液供給口６０ａの下端縁部６０ｅは、ワイピ
ング方向に互いに重複しないように配置されている。これにより、ワイパー３５の先端に
おいて、１回のワイピング動作で２個以上のクリーニング液供給口６０ａと擦れる部分が
ないので、ワイパー３５の先端が損傷するのをより抑制することができる。
【００５６】
　また、上記のように、供給口列Ｅ１は、ワイピング方向に沿って複数列設けられている
。これにより、供給口列Ｅ１を１列だけ設ける場合に比べて、ヘッド幅方向にクリーニン
グ液供給口６０ａを近づけて（小さいピッチで）形成することができる。このため、必要
な量のクリーニング液２３を容易に確保することができる。なお、クリーニング液供給口
６０ａに上方に向かって広がる傾斜面６０ｃを設ける場合に、供給口列Ｅ１を１列だけ設
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けると、隣接するクリーニング液供給口６０ａの上端縁部６０ｆ同士が重なるのを回避す
るために、隣接するクリーニング液供給口６０ａ同士をヘッド幅方向に近づけて形成する
ことは困難である。
【００５７】
　また、上記のように、傾斜面６０ｂとクリーニング液供給面Ｆ２とのなす角度は、１３
５°以上である。これにより、クリーニング液供給口６０ａの下端縁部６０ｅによってワ
イパー３５の先端が損傷するのをより抑制することができる。
【００５８】
　また、上記のように、複数のクリーニング液供給口６０ａは、複数のインク吐出口１８
ａが開口するインク吐出領域Ｒ１に対して、ワイピング方向の上流側に配置されたクリー
ニング液供給領域Ｒ２に設けられている。これにより、記録ヘッド１７におけるインク通
過経路とクリーニング液通過経路とを別々に（離れて）形成することができるので、記録
ヘッド１７の構造が複雑になるのを抑制することができる。
【００５９】
　また、上記のように、記録ヘッド１７は、複数のインク吐出口１８ａが形成されたヘッ
ド部１８と、複数のクリーニング液供給口６０ａが形成されたクリーニング液供給部材６
０と、によって構成されている。これにより、ヘッド部１８にクリーニング液供給口６０
ａを形成する場合に比べて、クリーニング液供給口６０ａを容易に形成することができる
。
【００６０】
　また、上記のように、クリーニング液供給部材６０のクリーニング液供給面Ｆ２は、ポ
リイミド樹脂により形成されている。これにより、レーザー加工により、クリーニング液
供給口６０ａの下端部に傾斜面６０ｂを容易に形成することができる。
【００６１】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００６２】
　例えば、上記実施形態では、クリーニング液供給面Ｆ２がポリイミド樹脂によって形成
されている例について示したが、本発明はこれに限らず、ＳＵＳ等の金属や、ポリイミド
以外の樹脂によって形成されていてもよい。
【００６３】
　また、上記実施形態では、ポリイミドフィルムからなるシート材６５にレーザー加工を
施すことによってクリーニング液供給口６０ａを形成する例について示したが、本発明は
これに限らない。シート材６５の材質に応じて、エッチング加工やパンチング加工（又は
パンチング加工およびレーザー加工の両方）を施すことによってクリーニング液供給口６
０ａを形成してもよい。また、金型を用いて樹脂を射出成形することによってクリーニン
グ液供給口６０ａを形成してもよい。
【００６４】
　また、上記実施形態では、接続部６０ｄの上側に、上方に向かって広がる傾斜面６０ｃ
を設ける例について示したが、本発明はこれに限らない。例えば図１８に示した本発明の
第１変形例の記録ヘッド１７のように、クリーニング液供給口６０ａの接続部６０ｄより
も上側の部分を、クリーニング液供給面Ｆ２に対して垂直方向に延びる円筒面６０ｇによ
って形成してもよい。
【００６５】
　また、上記実施形態では、供給口列Ｅ１をワイピング方向に沿って複数列設ける例につ
いて示したが、本発明はこれに限らず、供給口列Ｅ１をワイピング方向に沿って１列のみ
設けてもよい。
【００６６】
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　また、上記実施形態では、クリーニング液供給口６０ａが形成されたクリーニング液供
給部材６０をヘッド部１８とは別体で設けた例について示したが、本発明はこれに限らな
い。クリーニング液供給部材６０を設けず、クリーニング液供給口６０ａをヘッド部１８
に形成してもよい。このとき、例えば図１９に示した本発明の第２変形例の記録ヘッド１
７のように、クリーニング液供給口６０ａをインク吐出口１８ａに隣接して（例えば、イ
ンク吐出口１８ａと供給口列Ｅ１とを矢印ＡＡ´方向に交互に）配置してもよい。
【００６７】
　また、上記実施形態では、クリーニング液供給口６０ａが平面視において円形状に形成
されている例について示したが、クリーニング液供給口６０ａは、平面視において特に円
形状でなくてもよい。
【００６８】
　また、上記実施形態では、クリーニング液２３およびインク（パージインク）２２を用
いて記録ヘッド１７の回復動作を行う例について示したが、クリーニング液２３だけを用
いて記録ヘッド１７の回復動作を行ってもよい。すなわち、インク押出動作を行わなくて
もよい。
【００６９】
　また、上述した実施形態および変形例の構成を適宜組み合わせて得られる構成について
も、本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００７０】
　１７　記録ヘッド
　１８　ヘッド部（インク吐出ヘッド部）
　１８ａ　インク吐出口
　２２　インク
　２３　クリーニング液
　３５　ワイパー
　６０　クリーニング液供給部材（クリーニング液供給ヘッド部）
　６０ａ　クリーニング液供給口
　６０ｂ　傾斜面
　６０ｅ　下端縁部
　１００　インクジェット記録装置
　Ｅ１　供給口列
　Ｆ１　インク吐出面
　Ｆ２　クリーニング液供給面（ワイパーが拭く面）
　Ｒ１　インク吐出領域
　Ｒ２　クリーニング液供給領域
　Ｓ　用紙（記録媒体）
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